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【会議の概要】 

１．開会 

２．あいさつ  

３．協議事項 

○協議会委員・専門部会構成について  

 ○協議第１０号 校章について（２） 

 

４．報告事項  

 ○校歌の制作状況について  

 ○専門部会活動について  

 ○学校施設・設備について  

 

５．その他 

６．閉会  

 

 

１．開会                         19 時 30 分開会                         

（事務局）定刻となりましたので、ただいまより第 9 回学校規模適正化  一宮  

北地区協議会を始めさせていただきます。  

開会あいさつの前に、協議会委員の着任、交代等について報告します。  

3 月 11 日開催の第 8 回協議会において、26 年度協議会委員については、地区協

議会として 27 年度が最終年度となり、学校規模適正化を見守っていくためにも正

副会長は留任する、また、 26 年度委員も原則留任でお願いするが、ただし、中学

校 PTA 選出委員は 27 年度中学校 PTA 役員から選出するということを協議会で確認
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されました。また、地区自治会においても、学校規模適正化地区協議会の取り組

みを共有いただくため、27 年度地区自治会の正副会長就任者も協議会委員への就

任をお願いする。また、各小学校 PTA については、新小学校の各 PTA としてのす

り合わせもあり、各小学校 4 名の協議会委員を希望するということも確認されま

した。  

よって、今年度、協議会委員としては、総数で 35 名の委員にお世話になること

になりました。  

新委員となられました方への、教育委員会からの委嘱書につきましては、既に

新委員の皆さんに、机上に配布させていただいており、本日より協議会委員とし

てご出席いただいています。  

事務局から、 14 名の新委員のお名前紹介いたしますので、自席にて、紹介にあ

わせて、立っていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは

ご紹介させていただきます。  

《事務局から 14 名の新委員を紹介》  

昨年度からお世話になっている委員の皆様については、本日資料の名簿によるご紹

介とさせていただきます。  

 

２．あいさつ  

（会長あいさつ） 

（教育部長あいさつ）  

［教育委員会事務局、局長、部長 自己紹介］  

 

３．会議成立宣言  

（議長）議事に入 り ます前にこの会議 の成立を報告いた します。本日の出 席

者は 33 名でありま す。協議会規則第 6 条第 2 項の規定に より まして、会議

は委員の半数以上 の出席をもって成 立することとなっ ております。よっ て 定

足数を満たしてお り、この会議が成 立していることを ご報告します。  

 次に、規則第 6 条 第 4 項の規定によりまして、市関係 部 局職員の協議会へ

の出席を求めまし たので報告します 。  

（議長）これより 協議事項に入りま す。  
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（議長）「協議会 委 員・専門部会構成 に ついて」は、各部 会 長の推薦に より

会長が承認するこ とになっています 。これにつ いては 、別 紙構成表のとおり、

承認、決定さ せてい ただきたいと思い ます。事務局 から、補足説明がありま

したらお願いしま す。  

（事務局）今回新 たに委員に就任い ただいた方は校長 先生を除いて 11 人 お

られますが、専門 部 会の協議は新小学 校の開校に向け必 要な項目を協議い た

だくことになるこ とから、中学校Ｐ Ｔ Ａ代表 の各委員に は専門部会に所属 し

ないことを、最初の 協議会で確認をい ただいており 、まず 、ご報告させ てい

ただきます。また、各小学校ＰＴＡ・保 護者代表 委員の多 くの皆さんに、児

童指導保健体育部 会とＰＴＡ・地域部 会に 入っていただ いて いますが、例 え

ばＰＴＡ・地域部会 では、ＰＴＡ組織 や 規約など の協議調 整 をいただく場合

な ど 、 Ｐ Ｔ Ａ や 保 護 者 代 表 と し て 所 属 部 会 以 外 の 部 会 協 議 に 入 っ て い た だ

き、相談いただく こ とも あろうかと思 いますので、あら か じめご了承 お願い

します。  

部会は規約にした がい、小学校の校 長 先生、教頭先生が そ れぞれ部会長と

なっていただき、部 会ごとに協議をお 願いすることにな ります。部会協議 の

イメージとして、ま ず教職員により部 会で協議いただく 原案を作成し、そ の

後、委員さんに入 っていただいて の 部会協議となりま す。  

今後、部会長から 部 会開催等の ご案内 をさせていただき ますので、その際

はご出席よろしく お願いします。以 上です。  

（議長）専門部会 の 委員所属について 、各委員それぞれの 思いもあろうかと

思いますが、この 部会構成でご理解 いただけますか。 《異議ありの声無 し 》 

それでは、この専 門部会 の構成で、 今後、部会をすす めて いただきます 。

よろしくお願いし ます。  

（議長）「協議第 1 0 号  校章について （２）」を議題と します。  

（議長）事務局よ りご説明をいたし ます。  

（事務局）協議第 1 0 号の朗読と説明を させていただきま す。  
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協議第１０号  

   協議第１０号「校章について（２）」について  

 

 平成 2８年４月 1 日開校の学校校章は、「        」とする。  

 

平成２７年６月１６日提出  

学校規模適正化  一宮北地区協議会  

会  長    

 【提出理由】  

 一宮北中学校区での小学校規模適正化により平成 28 年 4 月 1 日から設置する

学校の校章を定める必要があるため。  

 

 

（事務局）第 8 回協 議会で決定いただ いたとおり、先日、公募の校章デザイ

ンについて、総務 部 会で第 1 次絞り込み選考をいただき 、その結果を資料と

して配布させてい ただいています 。こ のあと、総務 部会長 から、経過及 び結

果について報告い ただきます。  

（総務部会長）6 月 10 日に総務部会地 区委員で部会開催 させていただき第 1

次絞り込み選考を 行いました。応募 の校章デザインは 総数で 57 点あり 、 そ

のうち有効投票 が 5 6 点ありました。 部 会選考では、各委 員が事前に選考し

た デ ザ イ ン か ら 複 数 支 持 あ る も の を 優 先 す る と い う こ と を 確 認 し た あ と 、  

一宮北地区の 3 小学校 1 中学校の校章の著作権は、市 に 帰属しており著作 権

の問題には抵触し ないが、現在校章 は 使用しないという 公募時の応募条件 の

視点に立って、校 章にふさわしいと 思わ れる第 1 次候 補 10 点を 選考しま し

た。以上です。  

［第一次候補 10 点  受付番号 1、 2、 3、 16、 18、 23、 33、 39、 55、 56］  

 

（議長）総務部会 第 1 次選考 におい て 10 点の 校章デザ インを 選考いただ き
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ました。総務部会 選考について質疑 がありましたらお 受けします。  

《委員から質疑な し》  

（議長）質疑があ り ませんので、総務 部 会での第 1 次選考の校章デザインの

10 点が了承された ことを確認 しまし た。  

（議長）次に本協 議 会における 最終選 考の方法を協議い ただきます。選考 方

法について委員か らご意見がありま したらお伺いしま す 。  

《委員から意見な し》  

 それでは事務局 から選考方法につ いて提案いただい てよろしいか。  

《委員から異議あ りの声なし》  

 事務局から選考 方法について提案 してください。  

（事務局）資料 5 ページに、 6 月 16 日開催の正副会長 会における選考方 法

の検討案を記載し ていますが、委員 の 投票により選考す る方法を提案させ て

いただきます。その 投票方法 は、 1 回目 、一人につき校章デ ザイン 2 点の投

票後、その得票数 にもよ りますが、 得票上位の 3～ 5 点 といったなかから 、

改めて一人 1 点として投票するか、あ るいは 2 回目投票を実施するかどう か

も含め協議いただ く として、選考方 法の提案をさせて いただきます。  

（議長）提案いた だいた 選考方法に ついて、質疑 はあ りませんか。  

（委員）第一次選 考 の校章デザイン の なかに、協議会委 員 である 私の応募デ

ザインが入ってお り、そのデザイン を 棄権とさせてい ただきたい。  

（複数の委員）本 日 出席の委員は 、本 人 以外 にはその応募 デザインを知らな

いわけだから 、棄権 とせず 、事務 局提案 のとおり 、そ れも含 めて第一次選考

10 点の校章デザイ ンのなか から投票 したら良いと思い ます。  

（議長）その応募 デザインが最終選 考 10 点 の 1 つと し ても支障が無いと 思

われますが、他の 委員のお考えはど うですか。  

（多数の委員）問 題は無いと思いま す。  

（議長）問題無し として、 第一次選 考の校章デザイ ン 1 0 点から、１回目 投

票として、一人 2 点 として校章デザイ ンの投票を願いま す。事務局か ら、投

票準備と記入方法 の説明をお願いし ます。  

（事務局）校章デ ザインには、 1 か ら 56 の 通し番号が あり、 第一次選考 を

通過した校章デザ イン にもその番号 を記しています 。 2 点の投票につき 、用
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紙には 2 つの番号がわかるように記 入ください。用紙 を配布します。  

（議長）開票 にあた って 、委員 2 人に立 会いをお願い しま す。ＰＴＡか ら委

員となっている方 のうち、 2 名の方に 開票の立会いをお 願いします。しばら

く休憩とします。 ［約 4 分間の休憩］  

 

【 1 回目投票】  

事務局職員により 各委員に投票用紙 を配布。委員記入 後 、事務局職員によ

り回収し、立会人 2 人のもとで開票す る 。  

 

（議長）休憩を解 き 再開します。事務 局 から 1 回目投票の結果を報告してく

ださい。  

（事務局）得票順 に したがい発表し ます。最多得票 1 1 票を得た校章デザ イ

ンが 2 点あり、 8 票が１点、 7 票１点、 6 票 3 点、 4 票 3 票 2 票が各 1 点、無

効 2 票、計 66 票となり、33 人の委員が 一人 2 点ずつ投票いただいています。 

（議長） 2 回目の投 票 方法について 、ど うするのか委員か ら 意見をお願いし

ます。  

（委員）最多得 票 1 1 票を得た校章 デザ イン 2 点の なかか ら、１点投票した

ら良いと思います 。もし、最多得 票 1 1 票の作品 が 2 点も あるのに、あえて

8 票得票の校 章デザ イン 1 点を含めて上 位 の 3 点までとし て 2 回 目の投票 を

行い、もし、 3 番目 の 8 票得票のデザインに決定した場 合、決定経緯がおか

しなことにならな いでしょうか。  

（議長）今のご意 見について質問あ りませんか。 《質 問なし》  

（議長）委員からい ただいた、 11 票得 票の校章デザイ ン 2 点のなかから、 2

回目投票を行って よろしいか。《賛 意を示す声多数あ り》  

（議長）上位の 11 票得票の校章デザ イン 2 点から、 2 回目投票をお願いし

ます。事務局は 11 票得票の 2 点の校章デザイン番号の 発表をお願いしま す。 

（事務局） 11 票得 票の 校章デザイン は、受付番号 16 番 と受付番号 18 番の

ものです。  

［ 1 回目投票で 11 票の得票があった もの   受付番号 1 6、 18］  
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（議長）少し 時間を とり ますので 、デザ インの意図、内容を よく確認し考え

ていただき、投票に 入りたいと思いま す 。協議資料 の検討 サブシートに 、デ

ザイン補正者の記 載がありますが、最 終決定した校章デ ザインには、いく ら

かのデザイン補正 が あるということ ですか。 事務局は 説明をお願いしま す 。 

（事務局）最 終決定 された校章デザイ ンを 元にして 、今後 、校旗を制作 しま

すが、校旗の大き さ 等を加味して 大き さや線の太さ など も含めて 、デザイ ン

補正はさせていた だきたいと思いま す。補正は中学校 の 美術の 先生、小学 校

でデザイン等を得 意とされている先 生にお願い したい と思っています。  

（議長）最終決定 の 校章デザインは、決 定後の補正もある ということも理解

のうえ選考をお願 いします。それでは 、 2 回目投票を行い ます。事務局は用

紙の配布と記入後 の回収 をお願いし ます。  

（事務局） 2 回目と なる 決選投票は１ 人１点 記入いただ きます。用紙 には受

付番号の 16 番か 18 番のいずれかを記 入 ください。ただ い まから用紙を配布

し記入後回収いた し ます。  

（議長）開票にあた って、ＰＴＡから委 員となっている方 のうち、 2 名の方

に開票の立会いを お願いします。  

 

【 2 回目投票】  

事務局職員により 各委員に投票用紙 を配布。委員記入 後 、事務局職員によ

り回収し、立会人 2 人のもとで開票す る。  

 

（議長）開票結果 を報告してくださ い。  

（事務局）校章デ ザイン 受付番号 16 番 16 票、校章デザ イン 受付番号 18 番

17 票です。  

（議長） 18 番を一 宮北小学校の 校章 デザインとしてよ ろしいか 。  

《異議ありの声な し》  

（議長）新しい一 宮北小学校の校章 は 18 番のデザイ ン とすること を決定 い

たします。  

 

［ 2 回目投票で、受 付番号 18 が 17 票得票し校章デザイ ンに決定］  



 

9 

 

 

（議長）事務局か ら今後の予定 をお 願いします。  

（事務局）校章デ ザインの採用は 受 付番号 18 番のデ ザ イン として決定い た

だきました。この デ ザインを 学校の先 生のご協力をいた だき デザインの補 正

をさせていただき ます。補正後の最 終 の校章デザインは 協議会で確認いた だ

いた後、校旗 制作に 取りかかりたいと 思います。ま た、最 終の校章デザイン

が決定後、協議会 だ より等で地域、保 護 者の皆様にお知ら せさせていただ く

予定であり、協議会 だよりは、正 副会長 会、協議会 を 経て発 行 できるよう進

めさせていただき たいと思っていま す。  

そして、校章デザ イ ン の公募時に、デ ザ イン採用者 には最 優秀賞というこ

とで 3 万円、優秀賞 、佳作 の作品に記 念 品を お渡しするこ とで 募集させてい

ただいています。 ここで提案ですが 、 校章として採用 決定した 18 番の 応 募

の方を最優秀賞、決 選投票まで残った 次点の 16 番の応募の方を優秀賞とし、

最優秀賞及び優秀 賞以外で、第一次 選 考 で選ばれた校章 デザイン応募 の方 に

佳作として記念品 を お渡しさせてい ただ きたいと考え ています。また、最 優

秀賞者については 、開校式 で、校 旗授与 のセレモニー時に あわせて、最 優秀

賞者をご披露させ ていただき たく、 それも含めご了承 をお願いします。  

（議長）事務局報 告の通り でよろし いですか。 《はい 》  

（議長）協議事項 は 、以上 2 件です。協議事項はこれ で終わ ります。  

４．報告事項  

（議長）「校歌の 制作状況について 」の報告をお願い します。  

（事務局）第 8 回協 議会に おいて一宮 北小 学校の校歌は 、作詞・作曲を含め

て業者に委託し制 作 することを決定 されており、現在 、宍粟市に登録をさ れ

ている入札関係の 登録業者の中から 、市の規定の手続 きに従い 入札を行 い 、

業者決定、校歌制 作 の予定であり、７ 月 中に業者決定する よう 事務を進めて

います。また本日 の 別紙資料として、一 宮北地区の 3 小学校児童に校歌にこ

のフレーズが入っ たらいいな、また そ れぞれのふるさと を 思うフレーズを 書

いてもらい、それ を 集めて 校歌の制作 業者に渡し、校歌 に 歌詞として盛り込

めるもの、また、そ の気持ちを くみ取 って いただいて作 詞を依頼す る予定 で

す。  
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（議長）今の報告 に質問はあります か。 《質問無し》  

（議長）７月末ま でに 校歌制作業者 が決まる ようにお 願いします。  

 

（議長）次に「専 門部会活動につい て 」の報告をお願 いします。  

≪庶務・経理部会 ≫  ≪図書部会≫  ≪ＰＴＡ・地域 部会≫  

（事務局）専門部会 の部会長である学 校長 に出席いただ いており、総務部会 、

教務部会、児 童指導・保健体育部会の各 部会は、この あと学 校長から 報告い

ただき、それ以外 の専門部会につい て事務局から報告 します。  

 庶務・経理部会 では、第 1 回庶務 ・経理部会を 6 月 1 9 日 (金 )に予定され

ています。学校備品 の整備計画、移転備 品・必要備品の 整理 、夏季休業に向

けての備品整理の 方針とその準備 に ついて 協議予定で す。  

図書部 会では 、来 年度の 新学校 の発 足 も見 据えな がら も、 27 年度 の小学

校 児 童 が 必 要 な 読 書 環 境 を 整 え る こ と を 最 優 先 に 本 年 度 も 図 書 を 購 入 整 備

されています。ただ 、百科事典等の特殊 な本、大型本、高価 な本については

小学校 3 校で調整しながら購入いた だいて います。新 校 の図書 室の環境、ス

ペース、書架棚、蔵 書数等もあり、それ らを確認次第、学校 教育課の学校図

書館司書と調整し ながら、移転する 本 の 容量を決めてい く予定です。本の 移

動は 3 月の学校図書室を閉鎖したあ と、移転を行う予 定 であり 、その際に は

梱包・箱詰めも図 書 館司書の指導を受 けながら各校で梱 包し新校に 移動予 定

です。  

ＰＴＡ・地域部会 では、第 1 回部会 を 6 月 22 日に開催予定で、今後の部

会活動の計画を立 てていく 予定です 。以上 3 部会について事務局から報告 し

ました。このあと 、 学校長から 3 部会の報告をいただ きます。  

 

≪総務部会≫  

（部会長）昨年の 1 2 月に校名公募 108 点の中から第一次 選考で 7 点に絞り

込み選考を行い、協 議会 で提案し、協 議 会の 本選考で校名 を 一宮北小学校に

決定いただきまし た。 6 月 10 日に は 校章 の第一次絞り 込み選考 を行い本 日

協議会提案し、校 章デザインを決定 いただきました。 6 月 30 日 には、地区

委員による総務部 会で遠距離通学対 策について協議い ただき、その後 の 協 議
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会において決定い ただく 予定です。 そして、今後、教 職員による総務部 会 、

地区委員による部 会も必要に応じて 開催の予定です。  

 

≪教務部会≫  

（部会長）教 務部会 は交流活動を中心 に 活動しています 。 3 校が早く一緒に

勉強し たいな と思 えるよ うな交 流 が 進めら れたら と思 ってい ます。 3～ 5 年

生は、環境体験活動 や、ふるさと宍粟探 検隊、 5 年生は自然 学校 もあり 3 校

合同で行事も行っ ています。 6 月 15 日には、 1・ 2 年生 が下三方と繁盛に 分

かれて 交流し てお り 、こ れで全 学年 が交流 活動を 行っ たこと に なり ます 。 6

月 30 日に は三方小 学校に 3 小 学校児 童が 集まり、一日 、勉強や遊びや給 食

など一緒に過ごす 予定であり、 2 回目 も 9 月 30 日に実施予定です。また、

中学校との交流も 大切であり、小学 生 の中学校 入学時の 不安解消 につなげ る

ため、中学生 の母校 訪問 時に、小 学生か らの質問を受け た り、中学校生 活の

楽しさをアピール してもらったり、3 学期には 6 年生が中学校に体験入学 を

する予定です。ま た 、夏休みには中学 生 が中心とな って小 中学校のクリーン

作戦も行う予定で す。また 、幼稚園と の交流も大事であ り、幼保小中 パート

ナ ー シ ッ プ 事 業 と し て 幼 稚 園 と も 読 書 活 動 を 行 い 一 緒 に 活 動 し て い る こ と

を報告します。 6 月 22 日 には部会を 開催し、 学校行事 や、授業時間が小 学

校 45 分授業、中学 校 50 分授業と時間差もあるためその 調整にもとりかか り

ます。また、 6 月 2 9 日に小中一 貫の 先 進校視察を計画し ており、その質問

事項の準備なども 進めていきたいと 思います。  

 

≪児童指導・保健 体育部会 ≫  

（部会長） 6 月～ 7 月にかけて、現在 使用 の制服等の状 況調査を行い、 3 校

の制服等のすり合 わせを 行います。そ して新校の制服等 の原案を教職員 部 会

で協議していきた いと思います。衣 料 品組合の方ともお 会いし相談 して、現

在使用の 3 校の制服を取り寄せ、新 し い制服の サンプル 品を持ってきてい た

だき、新制服 の原案 づくりを 進めてい きたいと思います 。校則・生活の決ま

りについては 8 月から見直しを行い 、教職員で原案を作 成し ＰＴＡや地区 委

員と相談して決め ていく 予定です。来 週中に教 職員によ る部会を開き、制 服



 

12 

 

等のすり合わせを 行い、教職員によ る 部会で 新制服等に ついて 原案を作成 し

ていく予定です。  

 

（議長）専門部会 活動の報告につい て 委員からご質問 ありますか 。  

《委員から質問な し》  

（議長）部会長を 中 心に専門部会を進 めていただきます が、やはり子ども 達

が中心となるので 、その点踏まえてい ただき、より良い 学 校生活が送れるよ

うお願いします。  

 

（議長）次に「学 校施設・設備につ いて」の報告をお 願いします。  

（事務局）新校舎 の工事について、 6 月下旬に入札を行 い、 8 月初旬に起 工

式を行う予定です すめていま す。来年 3 月中旬の引き渡し 予定として 3 月末

には、物品移 転、引 越しができるよう すすめていきます 。校舎建設にあた り、

工事中の工事車両 と 生徒の動線につ いて十分配慮し、そ れぞれ 支障がない よ

うにして工事進め ていきます。  

次にプールの工事 について は、プー ル 建築場所 を現在の 北中校舎北側で寄

附いただいた農地 に建設するとして 、 2 月、 3 月開催 の 協議会で承認・確 認

いただきました。寄 附いただいた土地 の地目は農地であ り、農振農用地と し

て指定がされてお り ます。発注 までに 農振農用地の除外 手続き、その 後、市

農業委員会で農地 転用の承認をいた だく 必要がありま すが、農用地除外 の 申

出受付は、5 月と 1 1 月の年 2 回に限られていることから 、3 月協議会での承

認後、 5 月に除外申 出をしています。 除外までに概ね 6 ヶ月の期間を要し、

その後、市農業委 員 会で農地転用の承 認を受けることに なり、農振農用地 除

外手続き、農地転 用の手続き完了が 来年の 2 月～ 3 月になる見込みです。  

 その後の工事発 注となることから 、結果的に新校開校 後にプール建築工 事

に取り掛かるとい うこと になり、新 しいプールの使用 は平成 29 年度か ら と

なります。したがい まして、来年夏のプ ール 授業は、現在、校長先生とも調

整中でありますが 、三方小学校のプー ルを使用すること で 、ご了承願いた い

と思います。  

前回の正副会長会 で校舎建設にあた って 、部室の移転 工 事 の間、部室使用
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についてどうなる かというご指摘も いただき、事務局 で 検討の結果、仮設 の

部室をつくり、新 し い部室 が建設され た後は そちらに移 転し 、部活動に支 障

がないように進め させていただくこ とになりました 。  

 

（議長）今の報告 に質問はあります か。  

（委員）部 室の解体 工事の期間 、仮設部 室の場所が わかれ ば教えてください。 

（事務局）現在の部 室の南側に仮囲い をして、工 事箇所と の区切りをします。

仮囲いの前、つま り 現在の運動場の北 西に仮設の部室を 作ります。仮設の 期

間は部室が出来る までの概ね 3～ 4 ヶ月を予定していま す。  

（委員）仮設部室 は 8 月から作り始めるということで すか。  

（事務局） 7 月下旬 には 仮設部室を作 り、部室 移転後、現 在の部室を取り壊

します。まずは仮 設の部室を作るこ とから始めていき ます。  

（委員） 3 月中旬に 建物の引渡し予定 ですが、新 校舎とい うことで 、見学し

たい、どんな 校舎か 知っておきたいと いう 保護者もおら れ、引渡し後 、見学

会の予定はありま すか。  

（事務局）今後検討 していき、出来れば そういう機会を設 けたいと思います。 

（委員 )わかりまし た。  

（議長）他に質問 はありますか。  

（委員） 8 月起工 式 、 3 月中旬引渡し と いうことは 、中学 ３年生 は受験の真

最中ということに なりますが、中学 校 側は それで大丈夫 なので しょうか。受

験真っ只中の 12 月 ～ 3 月にはな るべく 大きな音を立てな いようにと 、校舎

の場所等も話し合 って 検討してきた と思います。場所 等が決まってから も 、

中学校を見ても一 向に建設 に着手す る 雰囲気がみられ ず、いつ取り掛か る の

かと思っていまし た。先ほど 、入札が 6 月末と聞き、まだ 入札 していなかっ

たのかという印象 を受けました。小 学 校 側は中学校の敷 地の中に 建設とい う

ことで、中学校に はなるべく迷惑を かけないようにと 話し合ってきたの に 、

受験の時期にかぶ って おり、どうお 考えなのでしょう か。  

（事務局） 2 月に建 設場所の 承認をい ただき 、その後、建 物の 設計に着手し

ています。2 月協議 会での承認後にす ぐに工事発注とい うことはできない た

め、その後 、設計に とりかかり、ようや く 6 月に入札にこぎつけたところで
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あり、最短のスケ ジ ュールで行ってき た のではないかと 思って います。今 ま

でにも市内中学校 校舎の建て替え工 事 等も行っており 、工事が始まりまし た

ら、毎週、学校、建 設業者、教育委員会 で 定例会議を行い、そのなかで、学

校でテスト等があ り配慮が必要な場 合は、施 工にあた り 大きな 音を立てな い

よう業者に要請す る など、細かな調 整 も行いながら工事 を進めて おり、何 と

かその件もクリア 出来ると考えて い ます。  

（委員）中学校Ｐ Ｔ Ａ役員の方には敷 地内建設のことな どもあるので、協 議

会 委 員 に な っ て い た だ い て い る と も 思 う し 、 中 学 校 の 了 承 を い た だ か な い

と 、 我 々 と し て も お 願 い し ま す と は 言 え な い と こ ろ が あ る 。 私 と し て は 2

月協議会では、設 計 は済んでいるけれ ども、教室数や 間 取 りのこと など何と

かならないかと協 議したとも思って いるし、ある程度 は 、入札のこと予算 の

ことも済んでいる とも判断していた 。まもなく実施され る入札を前に難し い

ことを言うつもり は無いけれど、特 に 中学校 3 年生の保護者の方には、今 後

の工事予定等、了 承をいただきたい なと思っています 。  

（議長）学校 長、中 学校 ＰＴＡの委員 の方、説明も 含め ご 意見をお願いしま

す。  

（校長）昨年 3 月ま で の前任地である 千種中学校では、校 舎の 大規模改修も

経験しました。夏 休 み期間中に集中的 に 工事をしていた だき、音もなるべ く

授業に差し支えな いように配慮して いただきました 。工 事中は、毎週 、工事

にかかる定例会議 もあり、学校希望 日 には音が出ない工 事をしていただく な

ど、生徒の学習環 境 に配慮をしてもら い工事を進めてい ただ きました。一 宮

北中の工事期間も 決まっており、そ れにしたがってい くしかないけれど も 、

なるべく授業に差 しさわりが無いよ う、学校側として も お願いをしていく 予

定です。 3 月には卒 業式等もあり 、でき るだけ早く完成い ただきたいという

気持ちもあるが、工 事のことでもあり ますので、学校側 と しては なるべく早

い完成をお願いし たいというところ です。  

（議長）受験生や 生 徒が、出来るだけ 勉 強に集中出来るよ うに はどうしたら

いいのかというの が委員からのご意 見だったと思いま すが 。  

（校長）毎週 の定例 会議 において 、学校 側の 行事予定や要 望等を伝え、建設

業者にはそれを聞 いてもらいながら 、勉強等学校生活に 支障が無いように 施
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工いただく予定で す。  

（委員）3 小学校が 一緒になって 小中 一貫 教育が始まる ことを 楽しみにし て

おり、建設の中で 様 々な問題がある場 合は、ＰＴＡとし て は中学校とも調整

をしながら対処し てもらうように依 頼したいと思いま す 。一宮北中学校 の 校

舎建築時には、特 に問題はなかった のかなと個人的に は記憶しています が 、

様々な問題が出て くることも考えら れるので、中学校 とも協議しながら も 、

対応していきたい とも思っています 。  

工事中の中学校部 室のことは気にな ってはいたが、部 室 が 仮設で設置され

ると聞き、課 題が解 決されて良かった と思ってい ます 。ま た、プールの 完成

が 1 年遅れるのは残念な気もします が、仕方ないのか な と思います。工事 を

順調に進めていた だき、工期に遅れ ることが無いよう お願いします。  

（議長）校長 先生、中学校ＰＴＡの方 から意見をいただ きましたが、それで

よろしいか。  

（委員）よろしい です。  

（議長）子どもた ち 、生徒 たちに出来 る だけ影響がないよ うに お願いしたい

と思います。旧三 方 小学校のプールを 使うということに な ると、その行き 来

に距離があると思 われるが 、具体案 はあるのでしょう か。  

（事務局）移動手 段については何ら かの確保をしたい と考えています。  

（議長）よろしく お願いします。  

 

５．その他  

（事務局）次回は 、出来れば 7 月中旬に開催させていた だきた いと思いま す。

正副会長会終了後 となるため時期が 前後するかもしれ ないが、開催させ て い

ただきたいと思い ますのでよろしく お願いします。  

 

６．閉会  

（副会長）本日も、校章について、校歌、専門部会、学校設備等の協議をいただきま

した。3 小学校とも閉校に向けた準備が始まっていると聞いています。開校に向けて

は計画通りに準備を進めていただきますようよろしくお願いします。これをもちまし

て第 9 回協議会を閉会させていただきます。お疲れ様でした。  
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                              21 時 00 分閉会  

 

会議録署名  

 

      会  長  
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